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不妊治療の保険適⽤に伴う令和４年度助成事業（経過措置）の実施について

令和４年４⽉から不妊治療が保険適⽤となることに伴い、本市における現⾏制度での不妊治療費助成事業（特
定不妊治療費助成事業、⼀般不妊治療費助成事業）は令和３年度を以て終了します。ただし、令和４年度におい
ては、これまでの助成制度から保険制度への移⾏期間として、経過措置としての助成事業を下記のとおり実施します。 

記 

１ 特定不妊治療費助成事業（福岡市不妊に悩む⽅への特定治療⽀援事業）の変更点 
現⾏制度 （令和３年度） 経過措置 （令和４年度） 

対 象 者 次の要件をすべて満たすもの 
・福岡市内に住⺠票を有する
・法律上または事実上の夫婦
・指定医療機関で治療を受けた
・妻の年齢が４２歳以下

現⾏制度による対象者のうち、治療期間が年度をまた
ぐもの（令和４年３⽉ 31 ⽇以前に治療開始し、令
和４年４⽉１⽇から令和５年３⽉ 31 ⽇までの間
に治療終了したもの） 

対象の治療 保険外診療の特定不妊治療（体外受精・顕
微授精）・男性不妊治療 

保険外診療の特定不妊治療（体外受精・顕微授
精）・男性不妊治療のうち、治療期間が年度をまたぐ
もの（前述のとおり） 

助成回数 通算６回まで 
（40 歳以上43 歳未満は３回まで） 

１回のみ（ただし、現⾏の助成制度による上限回数
を超える場合は、対象外） 

申請期限 治療終了⽇の属する年度末（３⽉31 ⽇）ま
で。ただし、１⽉〜３⽉に治療が終了した場合
は、次の６⽉末まで。 

令和５年３⽉３１⽇まで 

２ ⼀般不妊治療費助成事業の変更点 
現⾏制度 （令和３年度） 経過措置 （令和４年度） 

対 象 者 次の要件をすべて満たすもの 
・福岡市内に住⺠票を有する
・法律上または事実上の夫婦
・妻の年齢が３９歳以下

現⾏制度の対象者のうち、治療開始⽇が令和４年３
⽉ 31 ⽇以前であるもの 

対象の治療 保険外診療の⼀般不妊治療（⼈⼯授精） 保険外診療の⼀般不妊治療（⼈⼯授精）のうち、
令和４年３⽉ 31 ⽇以前に治療開始したもの 

助 成 額 治療開始⽉から１年間に要した費⽤の２分の
１（上限５万円） 

治療開始⽉から１年間（令和４年３⽉ 31 ⽇以前
に限る）に要した費⽤の２分の１（上限５万円） 

申請期限 治療開始⽉から１年３カ⽉以内 治療開始⽉から１年３カ⽉以内 
ただし、令和４年９⽉ 30 ⽇（⾦）限りで終了 
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